
 区が申請内容を確認します。 
不備がある場合、「補正依頼」メールが届
きますので、⼊⼒内容を修正してください。 
修正が完了しないと、届出が受理されま 
せん。速やかにご対応ください。 

世⽥⾕区 建設リサイクル法に基づく届出・通知 電⼦申請の流れについて     R7.1 
 

 

 

事前にアカウント登録が 
必要です。 
https://logoform.jp/signup 

             

 

 

 
                    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

またはこちらの⼆次元コードから  ➡ 
（⺠間⼯事⽤のフォームです） 

「届出済みシール」の部分を印刷し 
⼯事現場に掲⽰する「建設業者許可票」
等の余⽩に貼り付けてください。 
「受領書」は届出書類の原本とともに 
⼯事完了まで保管してください。 

LoGo フォームアカウント登録 

世田谷区ホームページ 
『建設リサイクル法に基づく届出』を表⽰ 

『建設リサイクル法に基づく届出（LoGo フォー
ム）』をクリック 
ログイン後、⼊⼒フォームへ 

必要事項の⼊⼒・添付書類を登録し 
内容確認後、「送信」をクリック 
※申請後に「届出到達通知」メールが 

届きます。 

不備がなければ「届出受理通知」  
メールが届きます。 
メールの案内に沿って、マイページから「受
領書・届出済みシール」の 
データファイルをダウンロードしてください。 
※ダウンロード期限は９０⽇間です 

世田谷区 建設リサイクル法      で検索   

必要事項を入力 

添付書類を登録 

届出済みシール 
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https://logoform.jp/signup

